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生前贈与が得ってホント？ 

～相続専門税理士による 

生前贈与の徹底解説！～ 

日 時：2014 年 4 月 2 日（水） 

8:00～9：00（開場 7:45～） 

講 師：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

税理士 土肥 隆宏 

対 象：資産家、経営者 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：１名様 3,000 円(税込) 
※当日会場にてお渡し下さい。 

弊社顧問契約先 無料 

会 場：SBC 本社セミナールーム 

大阪市北区太融寺町 3-24 

日本生命梅田第二ビル 3F 

各線大阪駅・梅田駅から 

徒歩 6 分 

問合せ：税理士法人 SBC パートナーズ 

TEL 06－6315－1819 

（担当：宮阪・横山） 

SBC Seminar
 

セミナー案内 

 

 

 

平成 22 年 7 月 6 日、最高裁

第三小法廷で判決言い渡し

が行われた、いわゆる年金

二重課税事件（平成 20 年

（行ヒ）第 16 号）では、「年

金受給権に係る年金の各支

給額のうち、相続時の現在

価値として年金受給権の評

価額に含まれる部分は、相

続税の課税対象となる経済

的価値と同一のものである

から、所得税の課税対象と

ならない」との判断が下さ

れ、その結果、過大納付と

なっていた源泉税は還付さ

れることになりました。 

Ｓｃｏｐｅ 

平成22年最高裁判決

SBC First Ｔａｘ
エスビーシー・ファーストタックス 

相続不動産の譲渡に所得税課税は妥当 

相続税と所得税の二重課税問題で判示 

東京地方裁判所はこのほど、相続で取得した不動産の譲渡によ

り生じた所得のうち、被相続人の取得時から相続開始時までの増

加益が相続税と所得税の二重課税に該当するか否かを巡り争われ

た事件において、二重課税には当たらないとして納税者の主張を

斥ける旨の判断を行った（平成 24 年（行ウ）第 354 号、平成 25

年 7 月 26 日判決言い渡し）。 

原告である納税者は、平成 22 年に年金受給権とその年金に係る

相続税と所得税の二重課税について争われた、いわゆる「年金二

重課税事件」での最高裁判決を基に主張を展開した。 

しかし、東京地裁は、最高裁判決で問題となったのは年金受給

権に係る所得であり、所得税法第 60 条第 1 項の規定により被相続

人の財産の取得価額が相続人に引き継がれ、その財産の譲渡時点

で所得が発生することとなる相続不動産の譲渡に係る所得とは性

質が異なるとして、納税者の主張を斥けている。 

なお、現在、本件は東京高裁に控訴されている。 

＜判決要旨＞ 

最高裁判決で問題とされた所得は、相続人が取得した年金受給

権に係るもので、年金受給権は、その取得者が一時金による支払

を選択することで相続開始時に所得を実現させることができる。

最高裁判決は、年金受給権の金額のうち被相続人死亡時の現在価

値に相当する部分は、相続税法の課税対象となる経済的価値と同

一のものということができるとして所得税法9条15項の非課税規

定の適用を認めているものと理解できる。 

これに対し、本件で問題にされた所得は、相続で取得した「不

動産の譲渡」によるものである。この所得は、所得税法 60条 1 項

1 号により、相続人が取得した不動産をさらに譲渡した際に実現

するものと取り扱われている。そうすると、同号がある以上、相

続人は、相続時点において被相続人の保有期間中の増加益を実現

させる選択ができないという点で、平成 22 年の最高裁判決で問題

とされた所得とはその性質を異にするものである。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


